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現
在
の
国
東
市
は
、
さ
ま
ざ
ま
な

問
題
を
抱
え
、
財
政
危
機
に
直
面
し

て
い
ま
す
。

　

国
東
市
は
、
７
月
に
国
東
市
行
財

政
改
革
推
進
本
部
を
設
置
し
、
行
財

政
改
革
プ
ラ
ン
の
策
定
に
着
手
し
ま

し
た
。
今
回
、
市
の
現
在
と
未
来
を

考
え
る
た
め
、
国
東
市
の
台
所
事
情

に
つ
い
て
、「
こ
の
ま
ま
何
の
対
策

も
し
な
か
っ
た
ら
ど
う
な
る
か
？
」

と
い
う
視
点
で
予
測
を
行
い
ま
し

た
。

　

上
記
の
表
は
、
行
財
政
改
革
に
取

り
組
ま
ず
、
現
在
の
行
政
運
営
を
こ

の
ま
ま
継
続
し
て
い
く
と
仮
定
し
た

場
合
の
財
政
収
支
の
試
算
で
す
。

　

こ
の
試
算
表
を
見
る
と
、
平
成
18

年
度
か
ら
毎
年
の
収
支
は
赤
字
に
な

り
ま
す
。

　

原
因
と
し
て
人
件
費
や
公
債
費

（
借
金
返
済
費
）
の
負
担
が
大
き
い

こ
と
だ
け
で
な
く
、
国
民
健
康
保
険

や
介
護
保
険
と
い
っ
た
医
療
や
介
護

に
対
し
て
、
市
が
負
担
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
経
費
も
増
加
し
て
い
く
こ

と
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
歳
出
の
伸
び

が
予
想
さ
れ
る
な
か
、
最
大
の
財
源

で
あ
る
「
地
方
交
付
税
」
は
削
減
さ

れ
る
方
向
性
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

人
口
減
少
が
続
き
、
景
気
の
回
復
も

あ
ま
り
見
え
て
こ
な
い
こ
の
地
域
の

現
状
で
は
「
市
税
」
の
増
加
は
期
待

で
き
そ
う
に
あ
り
ま
せ
ん
。

　

そ
こ
で
、
平
成
18
年
度
以
降
、
毎

年
の
赤
字
を
穴
埋
め
す
る
た
め
に
積

立
金
を
取
り
崩
し
て
運
営
を
続
け
る

わ
け
で
す
が
、
そ
の
積
立
金
も
４
年

後
の
平
成
22
年
度
に
は
、
マ
イ
ナ
ス

８
千
５
０
０
万
円
と
な
り
、
底
を
つ

い
て
し
ま
う
と
い
う
極
め
て
厳
し
い

状
況
が
、
こ
の
試
算
の
結
果
で
す
。

　

こ
れ
ま
で
ど
お
り
の
行
政
運
営
を

続
け
て
い
け
ば
、
国
東
市
は
、
数
年

先
に
は
北
海
道
夕
張
市
の
よ
う
に

「
財
政
再
建
団
体
」
に
転
落
す
る
可

能
性
も
あ
り
ま
す
。
財
政
再
建
団
体

に
な
る
と
、
市
が
行
う
事
業
は
厳
し

く
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
市
民

サ
ー
ビ
ス
が
極
端
に
低
下
し
て
し
ま

う
こ
と
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

　

そ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
ら
な
い
た

め
に
、
現
在
、
国
東
市
は
、
簡
素
で

効
率
的
な
行
政
運
営
を
目
指
し
、
人

件
費
の
削
減
を
含
め
た
経
費
の
節

減
、
事
務
事
業
の
見
直
し
、
民
間
委

託
の
推
進
等
に
つ
い
て
検
討
を
進

め
、
実
施
可
能
な
も
の
に
つ
い
て

は
、
既
に
取
り
組
み
を
始
め
て
い
ま

す
。

　

詳
細
に
つ
い
て
は
次
ペ
ー
ジ
以
降

の
国
東
市
行
財
政
改
革
大
綱
・
集
中

改
革
プ
ラ
ン
（
素
案
）
に
掲
載
し
て

い
ま
す
の
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。

こ
の
ま
ま
で
は

　

４
年
後
、市
の
財
政
が
危
機
的
状
況
に

〜
中
期
的
な
財
政
収
支
の
試
算
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
〜

中期的な財政収支の試算 （平成18年11月時点での試算）

行財政改革大綱・集中改革プラン

財政再建団体になるとどうなるの？ 用語説明

歳入と歳出の推計グラフ

歳入

歳出
H18 H19 H20 H21 H22H17
4,695,696
1,781,252
3,798,256
2,968,601
6,025,529
19,269,334

▲812,417

4,596,899
1,781,252
3,856,399
4,372,409
5,789,907
20,396,866

▲364,014

4,524,687
1,781,252
3,733,349
3,078,432
5,774,793
18,892,512

▲511,604

4,414,999
1,781,252
3,674,618
2,023,631
5,740,509
17,635,009

▲839,334

4,267,834
1,781,252
3,599,298
2,302,631
5,769,889
17,720,904

▲830,415

5,160,078
1,240,475
3,697,666
5,795,202
7,024,671
22,918,092

733,105

（単位 ： 千円）

区 分
人 件 費
扶 助 費
公 債 費
投資的経費
そ の 他
歳 出 合 計

歳入歳出差引

H18 H19 H20 H21 H22H17
3,161,067
8,632,888
2,068,400
4,594,562
18,456,917

3,321,160
8,417,066
3,392,900
4,901,726
20,032,852

3,363,619
7,735,283
2,609,400
4,672,606
18,380,908

3,351,818
7,425,872
1,983,400
4,034,585
16,795,675

3,398,616
7,113,986
2,144,200
4,233,688
16,890,489

3,155,759
8,390,251
3,610,400
8,494,787
23,651,197

区 分
市 税
地方交付税
市 債
そ の 他
歳 入 合 計

※この試算はある一定条件の仮定の下に機械的に行ったものです。地方財政は国の
政策に大きく左右されるので、今後の政府の方針や制度改革等により数値は変動し
ていきます。
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取り崩し可能な積立金の推計
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積立金がなくなる!?

▲8千5百万

収入が不足する分を積立金（預金）で穴埋めします

　民間企業が会社の更生、再建を行うように、地方自
治体も赤字額が一定の基準を超えてしまうと、国の直
接指導のもとで財政の再建を行う場合があります。
　財政再建団体になると、職員の削減や給与のカット
だけでなく、市民サービスにも大きな影響が考えられ
ます。

行財政改革大綱、集中改革プラン策定
までの主なスケジュール（平成１８年度）

【歳　入】
市　税‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
　市民税や固定資産税、軽自動車税など（国民健
康保険税は含まれません）

地方交付税‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
　国税のうち所得税、法人税、酒税、消費税及び
たばこ税の一定割合を、地方公共団体が等しく事
務を遂行できるよう一定の基準で国が交付する税
のこと。国東市最大の収入源です。

市　債‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
　市の借金にあたるものです。
◎ポイント
　市債には公共事業にあてるものと地方交付税
の代わりに借り入れるもの等があり、その大半
は国が返済金の一部を交付税として交付してく
れることになっています。また、分割払いにす
ることで、税負担の公平を図る目的もありま
す。例えば、学校を建てた場合、一括払いで
は、そのときの市民に税負担が集中します。分
割払いにすることで、学校を利用する広い世代
に負担を振り分けることができます。

その他‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
　国や県の補助金や使用料、手数料など

【歳　出】
人件費‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
　議員、各種委員、市長等特別職の報酬や、職員
給与の支払にかかる経費

扶助費‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
　生活保護費や児童手当、医療費の助成などに使
われる経費

公債費‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
　市の借金返済に必要な経費

投資的経費‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
　道路や学校の整備など、公共事業にかかる経費

その他‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
　各種団体への助成金や施設の維持費、事務経費
など

※１　行財政改革推進本部
　市長を本部長、助役、収入役、教育長を副本部長とし、部長、
関係課長で組織する行革プランの策定全般を行う機関です。
※２　行財政改革分科会
　市職員で組織し、行革プランに関係する具体的な事柄につい
て協議を行う７つの分科会です。
※３　行財政改革推進委員会
　企業や各種団体から13人の民間委員を委嘱し、行革プラン
について必要な事項について審議し、助言・提言を行います。

７月31日
８月17日～
10月11日
10月16日
10月31日
11月29日
12月４日
12月13日

１月

２月

３月

３月末

行財政改革推進本部設置（※１）
行財政改革分科会会議開催（※２）

第１回行財政改革推進本部会議
第１回行財政改革推進委員会（※３）
第２回行財政改革推進委員会
第２回行財政改革推進本部会議 
行革大綱、集中改革プラン（素案）を市議会
へ報告
行革大綱、集中改革プラン（素案）を市報、
ホームページで公表し、パブリックコメント募集
第３回行財政改革推進委員会
第３回行財政改革推進本部会議
行革大綱、集中改革プラン（成案）を市議会
へ報告
行革大綱、集中改革プラン（成案）を策定、公表

財政再建団体になると・・・
◆市単独の公共事業の停止
◆各種団体や事業への助成金削減
◆保育料等の減免制度廃止
◆公営住宅の家賃や各種施設使用料の大幅な値上げ

問い合わせ　行革推進室（国東市役所２階）　☎0978721111（内線　　225～228）　FAX 0978721822　Ｅメール  gyokaku-suishin@city.kunisaki.lg.jp


